
様式第６号の７ 
 

学番 45 県立三条商業高等学校 
 
令和６年度          学校自己評価表（計画）  

学 校 運 営 計 画 

学 校 運 営 方 針 

○授業改善等により、生徒の「主体的・対話的で深い学び」を充実させ、生徒の進

路実現、自己実現に努める。 

 ・「全国教員研修プラットフォーム」の活用 

○県内外の先進的な取組、外部と連携した事業等を取り入れ、専門教育をベース

に以下の充実に努める。 

 ・電子黒板、iＰad等ＩＣＴ活用の推進及び学びの保障 

 ・地域連携の推進及び地域への提案、オンライン活用や情報発信 

 ・「総合的な探究の時間」の学習内容の実施・工夫改善等の検討 

 ・国際理解教育の推進 

○生徒情報の共有、及び保護者や関係機関等との連携強化により、安全・安心な

学校の取組を組織的に推進する。 

 ・組織的な情報共有と支援策検討、教育相談活動の充実 

○週休日等における業務の精選、効率化を進めるなど、本校の働き方改革を進め

る。 

 ・部活動活動状況や自己の業務についての振り返り 

三つの方針(スクール・ポリシー) 

育成を目指す資質・能力に関す
る方針 

(グラデュエーション・ポリシー) 

①主体的に学ぶ態度を身に付け、地域発展に寄与する実践力を育みます。 

②多様性を尊重する態度を身に付け、自他を大切にする心を育みます。 

③社会性、コミュニケーション能力等の向上を図り、円滑な人間関係を構築する力

を養います。 

教育課程の編成及び実施に関す
る方針 
(カリキュラム・ポリシー) 

①キャリア教育の視点に立ち、総合ビジネス科の特色を生かし、地域との繋がりを

持った魅力ある教育活動を展開します。 

②国際理解教育をとおして、豊かな人間性と、他者を尊重し、協働できるコミュニケ

ーション能力の育成を実践します。 

③「主体的・対話的で深い学び」の充実とＩＣＴ等の活用の推進により、社会の変化

に対応した教育を実践します。 

④社会生活を送る上で必要な挨拶、言葉遣い等のビジネスマナー、遵法精神を養

います。 

入学者の受入れに関する方針 
(アドミッション・ポリシー) 

①商業（ビジネス）に対して興味・関心があり、意欲的に学習に取り組む生徒 

②地域の諸課題に関心を持ち、課題解決等地域貢献に主体的に取り組む生徒 

③部活動を始め生徒会活動、ボランティア活動等に主体的に取り組む生徒 

④進路目標の実現に向けて継続して努力する生徒 

昨年度の成果と課題 今年度の重点目標 具体的目標 
・新型コロナウィルス感染症拡大以
前の実施方法に近づけながら、感染
対策を継続して行事を実施でき、生
徒の活気が戻りつつある。 
・インターンシップを２学年で実施、
商業クラブで三条マルシェに出店す
るなどして地域とのつながりを深める
ことができ、参加生徒の成長を感じる
ことができた。 
・進路指導でほぼ全員の進路決定
が実現した。ＩＣＴ活用の推進により、
主体的対話的で深い学びの実践と
教員相互の情報交換をとおして授業
改善を推進する。 
 

キャリア教育の視点に立ち、総合
ビジネス科の特色を生かし、地域と
のつながりを持った魅力ある学科を
目指す。 

生徒の能力を最大限に発揮できるように
個別指導を充実させ、総合ビジネス科の目
標が達成される実践的諸活動の活性化を図
る。 

授業改善により「主体的・対話的
で深い学び」を充実させ、分かる授
業を通して確かな学力を身に付けさ
せる。 

また、検定取得に取り組み、各々
の希望進路の実現を目指す。 

電子黒板やＩＣＴ機器を最大限活用し、丁
寧で分かりやすい授業を行う。また、基礎学
力を向上させることで、全生徒の進級および 
卒業・進路希望の実現を図る。 

豊かな人間性の醸成と社会に貢
献できる人格の形成を図り、基本的
生活習慣の確立と夢の実現に向け
た支援を強化する。 
 

商業高校で学ぶ生徒として、社会人として
他者と協働できるコミュニケーション能力や人
格の形成を図る。また、社会生活を送る上で
必要な挨拶、言葉遣い、服装等マナーと規
律を自覚させる。 



重点目標 具体的目標 具体的方策 評価 

キャリア教育の

視点に立ち、総

合ビジネス科の

特色を生かし、

地域とのつなが

りを持った魅力

ある学科を目指

す。 

総合ビジネス科 
・国語、数学、英語の

基礎学力を養う。 

・ビジネスに関する基 

礎的・基本的能力を

育成する。 

 

・地域と連携した地域を知る学習の実践を行う。 

・多文化を広く理解させることにより、豊かな人間性を身に付けさせる。 

・言語活動を充実させることにより、生徒一人ひとりのコミュニケ－ション能力の充実を

図る。 

  
 
 
 

・ビジネスに関する知識や技術を身に付けさせ、検定合格を目指す。 

・ビジネスの諸活動に関する知識や技術、豊かな人間性を身に付けられるよう、個別

指導を充実させる。 

・挑戦意識の向上を図り、積極的に上位級にチャレンジさせる。 

・授業内容を工夫し、基礎学力の向上と定着を目指す。 

 

授業内容の創

意工夫により

、確かな学力

をつけ希望進

路の実現を図

る。 

国語科 
・分かりやすい授業

の実施 
・基礎学力の向上 

・総合的な言語能力を伸ばすため、「話す、聞く、書く、読む」の各領域の学習が調

和的に行われるよう、授業内容を工夫する。 

・長期休業中の課題を提出させ、漢字テストなどを実施し、基礎・基本的な力の定着

を図る。 

  
 
 
 

地歴公民科 
・基礎学力の向上 
・地歴公民分野に対

する興味意欲を育て

る。 

・教科書を中心に副教材等を活用して、わかりやすく丁寧な授業を実践し、生徒の基

礎学力の向上を図る。 

・生徒の進路希望の実現を目指し、地歴公民分野の小論文指導を行う。 

・ICT機器を活用し、自ら考え問題を解決する力を養う。 

 

数学科 

・分かりやすい授業

の実施 
・基礎学力の向上 

・授業進度、指導内容等を考慮し、丁寧な指導を行う。 

・教材の精選や補習の実施により指導の充実を図る。 

 

理科 
・分かりやすい授業

の実施 

・授業を大切にし集中出来る雰囲気づくりを図る。 
・基本的事項の理解に力を入れる。 
・課題提出や補習の参加の徹底を図る。 

 

保健体育科 
・生涯における運動

習慣の確立と体力、

健康の保持増進 
・集団行動の確立 

・身近な運動に取り組むことで、運動習慣を養う。 
・三年間にわたる持久走の実施により、体力の保持増進を図る。 
・集団で行動する時の規律を身に付けさせる。 
・体力向上、体つくり運動の中で更なる向上を目指しスポーツテスト結果をもとに重点

種目の指導を充実させる。 

 

家庭科 
・分かりやすい授業

の実施 

・実践的な態度の育

成 

・実験・実習を多く取り入れ、自立して生活する力を養う。 

・課題提出を徹底し、丁寧な指導を行う。 

・ＩＣＴ機器を活用し、わかりやすい授業を行う。 

 

英語科 
・基礎学力の向上 

・コミュニケーション能

力を伸ばす 

・国際理解教育の推

進 

・生徒の能力に応じて、バランスのよい４技能習得指導を工夫する。  

・ＡＬＴや海外の高校とのオンライン交流活動を積極的に活用して、コミュニケーショ

ン能力を伸ばし、国際理解を深める授業を展開する。 

・資格取得のための支援を積極的に行う。 

 

商業科 
・基礎科目の指導を

充実させる 

・ビジネス基礎・簿記・情報処理について丁寧な指導を行い、商業科目の基礎の充

実を図り、上級学年におけるコースごとに設定されてある 諸科目の導入がスムース

に入れるように指導する。 

・生徒の課題解決能力を向上させるため、自ら考え学ぶ態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

進路指導 
・自己実現のための

進路意識の啓発 

・自己実現のための

適切な進路指導の充

実 

・進路講演会・保護者対象進路講演会をとおして生徒、保護者の進路意識を啓発す

ることで、進路実現への早期取組を目指す。 

・進路面接週間・各種進路説明会などを通して適切な進路情報を提供し、進路選択

を支援する。 

・学年と連携して、進路指導の充実を図る。特に３年生に対しては生徒の進路実現

が在学中にかなうよう支援する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

豊かな人間性

の醸成と人格の

形成を図り、基

本的生活習慣

の確立夢の実

現に向けた支

援を強化する。 

１学年 
・基本的生活習慣と

マナーの確立 

・基礎学力の定着と

向上 

・進路意識の啓発 

・学年団での活発な情報の交換と共有を図り、共通認識の上に立った指 導を実施

し、生徒一人ひとりが基本的な生活習慣の確立ができるように支援する。 

・基礎力診断テスト、朝学習、補習、各種検定試験等に積極的に取り組ませ、基礎学

力の定着と向上を図る。 

・進路ガイダンス、学年便り、個別面談、ＬＨＲ等を通して、できるだけ多くの進路情

報を提供する。また、一人ひとりの生徒との関わりを 密にし、卒業後の進路に向け

ての意識を高めさせる。 

 

２学年 
・基本的生活習慣の

確立 

・自己実現のための

進路意識の高揚 

・学年集会等の機会に共通認識の上に立った統一的な指導を実施し、基本的生活

習慣の確立、生徒の規範意識、公共心の涵養に努める。 

・補習､検定試験等に積極的に取り組ませ､基礎学力の定着と向上を図る。 

・進路ガイダンス、個別面談、ＬＨＲなどを通してできるだけ多くの進路情報を提供す

る。また、一人一人の生徒と密接に関わりを持ち、卒 業後の進路に向けての意識

を高める。 

 

３学年 
・自己実現に向けた

支援の充実 

・進路相談を充実させ、進路希望等の把握と指導に努める。 

・進路ガイダンスや企業見学に力を入れ、学校研究・企業研究をとおして、将来の進

路を考えさせる。 

・進路資料の提供を積極的に行い、進路実現のための支援を行う。  

・進路実現のために各種模擬試験、小論文指導、面接指導、面談等に力を入れる。 

 

同和教育推進委

員会 
・部落差別をはじ

めとするあらゆ

る差別を見抜き

その解消のため

に主体的に行動

できる生徒を育

成する 

(1) １年  ① 人権・同和教育学習レディネス調査の実施（１学期中） 

② 県内の部落差別の実態・差別問題について理解を深めさせる。 

(2) ２年  ① 結婚差別について理解を深めさせる。（１学期中） 

        ② 就職差別について理解を深めさせる。 

(3) ３年  ① 性差別問題について学ぶ。（１学期中） 

        ② 部落差別の歴史と適切な行動について理解を深めさせる。 

(4) 講演会   外部講師による講演会を開催し、意識を高めさせる。 

 

生徒支援委員会 
・生徒理解の推進 

・個別支援の充実 

・教育相談活動の充実。 

・個別支援とＵＤＬの推進。 

・校内研修の実施と自校化した教育プログラムへの取り組み。 

 

いじめ防止対策

委員会 
・いじめ未然防止

の取組 

・早期発見と組織

的な対応 

・本校の「いじめ防止基本方針」に基づき、「いじめ防止行動計画」の実践に努める。 

・いじめの起こらない学校づくりに組織的かつ計画的に取り組む。 

・相談体制を整え、面談やアンケートを通じていじめを積極的に認知する。 

・事案への対処は、教職員の共通理解のもと組織的に行い、必ず保護者と連携す

る。 

 

生徒指導 
・基本的生活習慣

の確立 

・交通マナーの確

立と交通安全指

導 

・挨拶の励行、時間厳守を徹底的に身に付けさせる。 

・交通講話等を通して交通安全教育に努める。 

・自転車・バイク運転に関する安全指導・実技講習会を実施するとともに 、ＪＲ等のマ

ナー指導を行う。 

・正しい制服の着用について、毎時の始業時に確認するとともに校内や下校時にも

徹底させる。 

 

教科、分掌、委員会としての時間

外の勤務時間削減への取組 

 

(ここでは各組織としての取組を

評価する。) 

・登庁時間、退庁時間を守り時間外勤務時間の削減に努める。 

・定時退庁日は定めた退庁時刻に帰宅するよう努める。 

・週休日・祝日は必要な場合を除き登庁しないように努める。 

・業務内容の見直しや効率化、会議時間の短縮等、時間外勤務時間削減を意識し

ながら業務の遂行に努める。 

・部活動の日数、時間について生徒のバランスのとれた健全な成長を確保する「新

潟県部活動の在り方に係る方針」を遵守するよう努める。 

  

 
成果 

 

 
 
 

 
 
 

総合
評価 

 
 

 


